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はじめに 

 

公職の選挙においては、有権者の方々の投票に資するため、選挙公営とし

て、公職選挙法に基づく政見放送や選挙公報等の制度により、候補者や政党

に関する情報が提供されている。また、投票所においては、投票の秘密の侵

害や不正な投票等が行われないよう、投票所の秩序を保ちつつ、有権者の

方々が円滑に投票することができるよう配慮する必要がある。 

特に、障害を有する有権者の方々については、障害の状況、程度等により、

選挙に関する情報の取得や投票所での投票に支障が生じる場合があるため、

障害のない者に比べてより一層の配慮が必要である。 

 

内閣府におかれた「障がい者制度改革推進会議」では、平成２２年６月７

日に、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」として

障がい者の政治参加に関する提言を行っており、これを踏まえ、政府は、同

年６月２９日に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を

閣議決定し、障がい者の政治参加について、次のとおり定めたところである。 

○ 障害者が選挙情報等に容易にアクセスできるよう、点字及び音声による

「選挙のお知らせ版」について、今年執行予定の参議院選挙において全都

道府県での配布を目指す。政見放送への字幕・手話の付与等については、

関係機関と早急に検討を進め、平成２２年度内にその結論を得る。 

○ 投票所への困難なアクセスや投票所の物理的バリア等を除去するため

の具体的方策として、投票所への移動が困難な選挙人の投票機会の確保に

十分配慮するとともに、今年執行予定の参議院選挙において、投票所入り

口の段差解消割合が 100％（人的介助を含む。）となるよう、市町村選挙

管理委員会の取組を促す。 

 

この閣議決定を踏まえて、総務省では、「障がい者に係る投票環境向上に

関する検討会」を開催し、政見放送への字幕及び手話通訳の付与、点字及び

音声による選挙情報の提供、投票所のバリアフリーなどの個別テーマごとに

３つの検討チームに分け、障がい者の投票環境向上のための具体的方策につ

いて検討を行ったところであり、本報告書は、３つの検討チームにおける合

計７回の議論を取りまとめたものである。 
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第１ 政見放送への字幕及び手話通訳の付与（第１検討チーム） 

 

１ 政見放送を行うことができる選挙 

 

現行の公職選挙法（以下、「法」という。）において、政見放送を行う

ことができる選挙は、衆議院小選挙区選出議員選挙、衆議院比例代表選

出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、

都道府県知事選挙の５つの選挙となっており、衆議院小選挙区選出議員

選挙においては候補者届出政党が、衆議院及び参議院の比例代表選出議

員選挙においては名簿届出政党等が、参議院選挙区選出議員選挙及び都

道府県知事選挙においては候補者が、政見放送を行うことができること

とされている。          

なお、政見放送については、日本放送協会又は一般放送事業者（以下、

「放送事業者」という。）の放送局に出向いて録画したもの（以下、「ス

タジオ録画方式」という。）を放送することができることとなっている

が、衆議院小選挙区選出議員選挙に限っては、候補者届出政党自らが録

画したもの（以下、「持ち込みビデオ方式」という。）を放送することが

できることとされている。 

 

２ 政見放送への手話通訳の付与 

 

（１）現状 

参議院比例代表選出議員選挙（平成７年から）、衆議院比例代表選

出議員選挙（平成２１年から）については、名簿届出政党等の判断に

より、政見放送に手話通訳を付すことができることとされている。ま

た、衆議院小選挙区選出議員選挙については、持ち込みビデオ方式の

場合においては、候補者届出政党の判断により、手話通訳を付すこと

ができる。 

 

（２）今後の方向性 

都道府県の単位を選挙区とする選挙における政見放送への手話通

訳の付与については、手話通訳士の地域的な偏在が課題となっていた
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ところ、平成２１年の衆議院議員総選挙から都道府県の区域より広域

であるブロックを単位とする衆議院比例代表選出議員選挙について、

手話通訳の付与が可能となり、実際に、手話通訳を付した政見放送を

実施することができた。 

この実績を踏まえ、全国すべての都道府県で選挙が同日に執行され

ることのない都道府県知事選挙においても、周辺都道府県を合わせた

ブロックを単位として手話通訳士を確保すれば、政見放送への手話通

訳の付与は可能と考えられることから、本年４月に行われる統一地方

選挙から実施できるよう、今後の取組みの方向性について次のとおり

取りまとめた。 

 

平成２３年４月１日以降に投票が行われる都道府県知事選挙につ

いて、都道府県選管と協議が整った日本放送協会及び一般放送事業者

において録画される政見放送に、候補者が手話通訳を付与することが

できるよう、関係者は、必要な取り組みを進めることとする。 

参議院（選挙区選出）議員の選挙の政見放送については、都道府県

知事選挙における政見放送への手話通訳の付与の実施状況等を踏ま

え、手話通訳の付与の導入に向けて検討を行うこととする。 

 

 （３）都道府県選挙管理委員会への要請等 

総務省においては、上記の取りまとめ直後にこの内容を各都道府県

選挙管理委員会あてに周知し、政見放送に手話通訳を付すための準備

を進めるよう要請した。 

総務省は、平成２３年１月２１日に、同年４月１日以降に投票が行

われる都道府県知事選挙に手話通訳を付すことができるよう「政見放

送及び経歴放送実施規程」（以下、「実施規程」という。）の改正を行

うとともに、同年２月１日には、総務省自治行政局選挙部長通知に明

記した上で、全国都道府県・指定都市選挙管理委員会委員長・書記長

会議において、政見放送への手話通訳の付与について積極的に措置す

るよう要請した。 

また、全日本ろうあ連盟、日本手話通訳士協会等の関係機関におい

ては、都道府県知事選挙が行われる都道府県における手話通訳士の状
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況の把握、紹介体制の整備を図るための準備を行った。 

さらに、放送事業者においては、手話通訳を付した政見放送の録画

に向けたマニュアル作成、体制等の整備を行った。 

これらの諸準備等により、同年４月に統一地方選挙として実施され

るすべての知事選挙において、政見放送に手話通訳を付すことができ

ることとされたところである。 
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３ 政見放送への字幕付与 

 

（１） 現状 

政見放送の字幕については、衆議院小選挙区選出議員選挙に限って国

会議員を５人以上有するなど一定の要件を満たす政党だけに認められ

ている持ち込みビデオ方式の中で、当該政党の判断により政見に字幕を

付す場合以外は、字幕を付すことができない取扱いとなっている。 

 

（２）今後の方向性 

放送事業者のスタジオ録画に係る政見放送に字幕を付すことについ

ては、政党や候補者の主張をそのまま正確かつ公平に伝えるため、放送

事業者の判断が入らない仕組みをどのようにつくるべきか、さらに、ご

く限られた期間の中で収録を行わなければならないという時間的制約

がある中で、実施体制をどのように確保し作業手順をどのようにすべき

か等の課題があり、これまで関係者間で検討を行ってきたところである。 

こうした中で、少なくとも参議院比例代表選出議員選挙に関しては、

日本放送協会の東京本部のみで収録を行うことができ、収録数も参議院

名簿届出政党等に限定されること等から、今後の方向性として、まず、

次回の参議院比例代表選出議員選挙における政見放送については字幕

付与を実現することとし、これに向けて関係者が字幕作成に関する詳細

なルールづくりを進めることとして、次のとおり取りまとめた。 

 

次回の参議院議員通常選挙の比例代表選挙における政見放送から、参

議院名簿届出政党等より申し込みがあったときは、政見放送に字幕を付

すこととし、関係者はこれに向け、詳細なルールづくりを含め法制上必

要な規定の整備や体制の確保など、字幕付与に係る必要な取組を進める

こととする。 

 

なお、参議院比例代表選出議員選挙以外の選挙の政見放送への字幕付

与についても、障がい者の投票環境向上の観点から重要な課題であるが、

現時点では放送事業者の体制上、字幕付与が難しいという技術的な問題

があること等から、これらの選挙に関しては、次回の参議院比例代表選



 

 - 5 -  

出議員選挙における政見放送への字幕付与の実施状況等を踏まえ、引き

続き関係者間で検討していく必要がある。 

 

（３）関係者の取り組み 

次回の参議院比例代表選出議員選挙の政見放送に字幕を付すため、今

後、 

・  政党等の政見を字起こしし、字幕の内容を確定するまでの字幕作成

上のルール 

・  政党等が字幕付与を求める場合の収録期限をはじめとする手続き上

のルール 

など、政見放送への字幕作成に関する詳細なルールづくりを進めること

とし、必要な事項を実施規程や日本放送協会が定める「政見放送および

経歴放送取扱規程」等に定めることとする。 

また、字幕付与に係る具体的な実施方法については、選挙前に行う名

簿届出予定政党等に対する事前説明会等を通じて、政見放送を行う名簿

届出予定政党等の関係者に周知徹底を図ることとする。 
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第２ 点字及び音声による選挙情報の提供（第２検討チーム） 

 

（１）「選挙のお知らせ版」の配布状況 

総務省においては、これまで視覚障がい者が公職の候補者又は名簿届

出政党等の政策、公約等を知ることができるように、国政選挙及び統一

地方選挙が行われる都度、各選挙管理委員会に対し、啓発活動の一環と

して、公職の候補者の氏名、経歴等や名簿届出政党等の政見等を点字や

音声で掲載した「選挙のお知らせ版」を視覚障がい者等に配布するよう

に要請してきているところである。 

直近に行われた国政選挙である平成２２年７月の参議院議員通常選

挙及び平成２２年１１月３０日現在の直近に行われた都道府県知事選

挙における配布状況については、次のとおりである。 

 

①参議院議員通常選挙 

点字版については、比例代表選出議員選挙及び選挙区選出議員選挙の

いずれの選挙においても全ての都道府県で配布され、音声版については、

比例代表選出議員選挙では全ての都道府県で、選挙区選出議員選挙にお

いては４１都道府県で配布されている。 

   

（提供方法） 

都道府県によって異なっており、障がい者への直接配布のほか、障

害者関係団体（点字図書館や障害者団体など）、地方公共団体関係施

設（選挙管理委員会、福祉事務所など）での備え置き、貸出し、閲覧

等となっている。 

 

（内容） 

一部の県を除き、点字版、音声版いずれも、ほぼすべての都道府県に

おいて選挙公報全文となっている。 

 

（提供される情報媒体） 

・カセットテープ …（比例代表）４７都道府県 

          （選挙区） ３７都道府県 
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・ＣＤ      …（比例代表）２０県（カセットテープも実施） 

（選挙区）１７県（うち１５県はカセットテープも実施) 

・音声コード付き …（比例代表）１８府県（カセットテープも実施） 

拡大文字版      （選挙区）  ６県（うち４県はカセットテープも実施） 

 

②都道府県知事選挙 

点字版については、４５都道府県で、音声版については、２９府県

で配布されている。 

 

（提供方法） 

参議院議員通常選挙と同様である。 

 

（内容） 

点字版を配布している４５都道府県のうち３３都府県、音声版を配布

している２９府県のうち２６府県では、選挙公報全文を点字化、音声化

したものとなっているが、それ以外は、候補者名、党派名、年齢等とな

っている。 

 

（提供される情報媒体） 

・カセットテープ …２７府県 

・ＣＤ      … ６県（うち４県はカセットテープも実施） 

・音声コード付き … ２県（カセットテープも実施） 

拡大文字版 

 

（２）今後の方向性 

「選挙のお知らせ版」については、 

・ 点字を読むことができる人は視覚障がい者の一部であることから、

視覚障がい者の状況に応じて、点字版だけでなく、音声版（カセット

テープ、コンパクトディスク、音声コード付き拡大文字版）を準備す

る必要がある 

・ 選挙公報全文を点字化、音声化したものを配布すべきである 

・ 現状では、ほぼすべての都道府県において配布されているものと見
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受けられるが、公共施設等に備え置いている場合が少なくなく、視覚

障がい者の方々にはそれを利用するための時間的余裕や機会がほと

んどない 

・ 必要とする方に必要な情報媒体が配布できるよう関係団体や関係部

局と十分に連携する必要がある 

・ 必要とする方が配布を希望する旨をいつでも連絡できるようにして

おくことが重要である 

・ 知的障がい者の方々にとっても音声による「選挙のお知らせ版」が

有用な場合があるので、希望があれば配布してほしい 

などの意見を踏まえて、次のとおり取りまとめた。 

 

○ 国政選挙や都道府県知事選挙における、点字又は音声による「選挙の

お知らせ版」について、その内容を選挙公報全文とするとともに、視力

に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテー

プ版、コンパクトディスク版及び音声コード付き拡大文字版を必要数、

準備する。 

   その配布に当たっては、個人情報の保護に十分留意した上で、 

・  必要とされる方を把握している障害者団体、点字図書館などに、配

布を依頼する 

・  障害者団体や点字図書館などに、必要とされる方を把握していただ

き、そのリストの提供を依頼する 

・  都道府県や市町村の福祉担当部局や広報担当部局が、福祉関係の情

報や広報誌の点字版などを送付する機会などを活用し、「選挙のお知

らせ版」の配布希望を確認し、配布する 

・  障害者団体に属していない方がいつでも連絡できるよう、ホームペ

ージや広報誌に連絡先を掲載するなど、日常的に周知を行う 

など、市町村、障害者団体、都道府県福祉担当部局や広報担当部局等と

連携、協力して、必要とされる方に行き渡るよう十分配慮する。 

○ また、知的障がい者など視覚障がい者以外の障がい者の方々にとって

も音声による「選挙のお知らせ版」が有用となる場合があるため、その

配布についても配慮する。 

○ 指定都市市長選挙については、上記に準じた措置を講ずるよう努める。 
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○ 都道府県議会議員、指定都市以外の市及び町村の長、市町村議会議員

の選挙についても、条例で選挙公報を発行している場合には、上記に準

じた措置を講ずることが望ましい。 

  

以上の内容について、総務省は、４月の統一地方選挙や国政選挙に際し

て、各都道府県選挙管理委員会に要請する。 

 

（３）都道府県選挙管理委員会への要請等 

総務省においては、上記の取りまとめ直後にこの内容を各都道府県選

挙管理委員会あてに周知し、積極的に準備、対応を進めるよう要請した。 

平成２３年２月１日には、上記の取りまとめの内容について、総務省

自治行政局選挙部長通知に明記した上で、全国都道府県・指定都市選挙

管理委員会委員長・書記長会議において積極的に措置するよう要請した

ところである。 
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第３ 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善（第３検討チーム） 

 

（１）現状 

総務省においては、これまで投票所の設置について、「エレベーター

等昇降機設備のない２階以上の室に設けることは避ける」、「投票所に

段差がある場合にスロープを設置する」などについて、国政選挙及び統

一地方選挙が行われる都度、各選挙管理委員会に対して要請してきてい

るところであり、例えば、平成２２年７月の参議院議員通常選挙におけ

る期日前投票所及び投票所の段差解消等への対応状況を見ると、期日前

投票所、投票所いずれも入口に段差があるもの、入口と同一フロアにな

いものについては、ほぼすべてにおいて簡易スロープの設置や人的介助

により対応されている。 

また、投票所の備品についても、身体障がい者の方々が使いやすいも

のを準備するよう要請しているところである。 

 

（２）今後の方向性 

投票所における投票に関して、 

・ 投票所における段差解消等の措置は相当程度行われているとのこと

だが、わずかな段差であっても車イスの人にとっては通行困難なこと

もあるので、再度点検を行う必要がある 

・ 障がい者の方々は自動車で移動することが多いため、投票所には障

がい者の方々が利用しやすい駐車場をできる限り確保することが望

ましい 

・ 人的介助については、介助が必要となる場所ですぐに事務従事者が

対応できるような体制となっていることが必要である 

・ 車イスや車イス用記載台、点字器等、障がい者や高齢者の方々がよ

り投票しやすい設備や備品を用意しておくべきである 

・ 投票所の設備や備品の内容、人的介助の準備があることや自書でき

ない人は代理（代筆）投票が可能であることなど、障がい者の方々に

とって投票しやすい環境を整えていることを周知することが重要で

ある 

・ 心理的なプレッシャーを感じない程度に親切で丁寧な応対を行うこ
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とが重要である 

などの意見を踏まえて、次のとおり取りまとめた。 

 

障がい者や高齢者の方々が投票しやすい環境をつくるため、次の内容

について、総務省は、４月の統一地方選挙や国政選挙に際して、各選挙

管理委員会に要請する。 

・ 投票所を設置した施設の敷地の入口から投票を記載する場所までの

間において、支障となる段差がないか、設置したスロープの勾配は適

正か、必要な場所で人的介助を求めることができ、すぐに職員が対応

できる体制となっているかなど、障がい者や高齢者の方々の視点に立

って再度点検を行い、必要な措置を講ずる 

・ 投票所において、できる限り障がい者が利用しやすい駐車場を確保

するよう努める 

・ 投票所において、車イスや車イス用の投票記載台、点字や拡大文字

による候補者名簿、点字器、虫眼鏡、老眼鏡、文鎮など、障がい者や

高齢者の方々がより投票しやすい設備や備品を準備する 

・ 投票所において、準備している設備や備品の内容、必要とされる方

には人的介助が可能であることについて、障がい者や高齢者の方々に

周知する 

・ 自書ができない方については、代理（代筆）投票が可能であること

について、周知する 

・ 投票所において、プライバシーの確保等に留意した上で、障がい者

や高齢者の方々に親切で丁寧な応対ができるよう十分配慮する 

・ 中山間地域等における高齢者や障がい者の方々など、投票所への移

動が困難な方々の投票機会の確保に十分配慮する 

 

（３）都道府県選挙管理委員会への要請等 

総務省においては、上記の取りまとめ直後にこの内容を各都道府県選

挙管理委員会あてに周知し、市区町村選挙管理員会に対して周知するよ

う依頼した。 

平成２３年２月１日には、上記の取りまとめの内容について、総務省

自治行政局選挙部長通知に明記した上で、全国都道府県・指定都市選挙
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管理委員会委員長・書記長会議において積極的に措置するよう要請した

ところである。 

 




